
令和８年３月 24日 

地方独立行政法人神奈川県立病院機構職員の給与に関する規程の一部改正 新旧対照表（案）                                        本部事務局人事部 
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第 37号議案 

新 旧 改正理由等 

第１条～第 16条 （略） 

（通勤手当） 

第 17条 （略） 

２(1) （略） 

(2) 前項第２号に掲げる職員 自動車等の片道の使用距離の区分に応

じ、支給単位期間につき、６万 6,400円を超えない範囲内で理事長が

定める額 

 

第 18条～第 26条 （略） 

 

（期末手当） 

第 26条 （略） 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の 126.25を乗じて得た額

（事務職等給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が７級以上である

もの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難

及び責任の度等がこれに相当するもの（理事長が別に定める職員に限る。第

29条において「特定幹部職員」という。）にあっては、100分の 106.25を

乗じて得た額）に、基準日以前６箇月以内の期間における前項の職員の在職

期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額

とする。 

 

（期末手当の不支給） 

第 27条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第１項の規定にかか

わらず、当該各号の基準日に係る期末手当（第 4号に掲げる者にあっては、

その支給を一時差し止めた期末手当）は、支給しない。 

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に就業規則第

63条第１項第１号の規定による懲戒解雇を受けた職員 

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に就業規則第

21条第２項第２号に該当したことにより解雇した職員 

(3) 基準日前１箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前

日までの間に離職した職員（前２号に掲げる者を除く。）で、その離職

した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられた

もの 

(4) 次条第 1項の規定により期末手当の支給を一時差止を受けた者（当該

差止を取り消された者を除く。）で、その者の在職期間中の行為に係る

刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの 

 

（期末手当の一時差止） 

第１条～第 16条 （略） 

（通勤手当） 

第 17条 （略） 

２(1) （略） 

(2) 前項第２号に掲げる職員 自動車等の片道の使用距離の区分に応

じ、支給単位期間につき、３万 1,600円を超えない範囲内で理事長が

定める額 

 

第 18条～第 25条 （略） 

 

（期末手当） 

第 26条 （略） 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の 125を乗じて得た額（事

務職等給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が７級以上であるも

の並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難

及び責任の度等がこれに相当するもの（理事長が別に定める職員に限る。

第 29条において「特定幹部職員」という。）にあっては、100分の 105

を乗じて得た額）に、基準日以前６箇月以内の期間における前項の職員の

在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて

得た額とする。 

 

（期末手当の不支給） 

第 27条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第１項の規定にかか

わらず、当該各号の基準日に係る期末手当（第 4号に掲げる者にあっては、

その支給を一時差し止めた期末手当）は、支給しない。 

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に就業規則第

63条第１項第１号の規定による懲戒解雇を受けた職員 

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に就業規則第

21条第２項第２号に該当したことにより解雇した職員 

(3) 基準日前１箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前

日までの間に離職した職員（前２号に掲げる者を除く。）で、その離職

した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたも

の 

(4) 次条第 1項の規定により期末手当の支給を一時差止を受けた者（当該

差止を取り消された者を除く。）で、その者の在職期間中の行為に係る

刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの 

 

（期末手当の一時差止） 

 

 

 

 

・交通用具利用者
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新 旧 改正理由等 

第 28条 理事長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で

当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する

場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。 

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の

行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴（当該起訴に係る犯罪につ

いて拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法（昭和 23

年法律第 131号）第６編に規定する略式手続きによるものを除く。第３

項において同じ。）をされ、その判決が確定していない場合 

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の

行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から

聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪

があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給

することが、法人業務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の

適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。 

２ (略) 

３ 理事長は、一時差止について、次の各号のいずれかに該当するに至った

場合には、速やかに当該一時差止を取り消さなければならない。ただし、

第 3号に該当する場合において、一時差止を受けた者がその者の在職期間

中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取

り消すことが一時差止の目的に明らかに反すると認めるときは、この限り

でない。 

(1) 一時差止を受けた者が当該一時差止の理由となった行為に係る刑事 

事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合 

(2) 一時差止を受けた者について、当該一時差止の理由となった行為に係

る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合 

(3) 一時差止を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に 

関し起訴をされることなく当該一時差止に係る期末手当の基準日から

起算して 1年を経過した場合 

４～５ (略) 

 

（勤勉手当） 

第 29条 （略） 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、理事長が別に定める基準に従って

定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、理事長が支給する

勤勉手当の総額は、当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその

基準日現在（退職し、若しくは解雇し、又は死亡した職員等にあっては、

理事長が別に定める日現在。次項において同じ。）において受けるべき扶

養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に

100分の 106.25（特定幹部職員にあっては、100分の 126.25）を乗じて得

た総額を超えてはならない。 

第 28条 理事長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で

当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する

場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。 

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の

行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴（当該起訴に係る犯罪につ

いて禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法（昭和 23 年

法律第 131号）第６編に規定する略式手続きによるものを除く。第３項

において同じ。）をされ、その判決が確定していない場合 

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の

行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から

聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪

があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給

することが、法人業務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の

適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。 

２ (略) 

３ 理事長は、一時差止について、次の各号のいずれかに該当するに至った

場合には、速やかに当該一時差止を取り消さなければならない。ただし、

第 3号に該当する場合において、一時差止を受けた者がその者の在職期間

中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取

り消すことが一時差止の目的に明らかに反すると認めるときは、この限り

でない。 

(1) 一時差止を受けた者が当該一時差止の理由となった行為に係る刑事 

事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合 

(2) 一時差止を受けた者について、当該一時差止の理由となった行為に係

る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合 

(3) 一時差止を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に 

関し起訴をされることなく当該一時差止に係る期末手当の基準日から

起算して 1年を経過した場合 

４～５ (略) 

 

（勤勉手当） 

第 29条 （略） 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、理事長が別に定める基準に従って

定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、理事長が支給する

勤勉手当の総額は、当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその

基準日現在（退職し、若しくは解雇し、又は死亡した職員等にあっては、

理事長が別に定める日現在。次項において同じ。）において受けるべき扶

養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に

100分の 105（特定幹部職員にあっては、100分の 125）を乗じて得た総額

を超えてはならない。 

・刑法等の一部を改

正する法律の施行

に伴う所要の改正 
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月数の改定を行うた

めの改正 
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新 旧 改正理由等 

 

（略） 
 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 刑法等の一部を改正する法律（令和４年法律第 67号）及び刑法等の一

部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律（令和４年

法律第 68号）の施行日並びに規程施行日（以下これらを「法施行日」と

いう。）前に禁錮以上の刑に処せられた者（拘禁刑に処せられた者に係る

法令の規定により、法施行日以後に、禁錮以上の刑に処せられた者とみな

された者を含む。）に係るこの規程による改正後の第 27条第１項（第３号

及び第４号に係る部分に限る。）の適用については、懲役又は禁錮に処せ

られた者を拘禁刑に処せられた者とみなす。 

３ 法施行日前に犯した禁錮以上の刑（死刑を除く。）が定められている罪

につき起訴をされた者は、この規程による改正後の第 28条第１項（第１

号に係る部分に限る。）及び同条第３項（第１号に係る部分に限る。）の規

定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴された者とみ

なす。 
 

 

（略） 

 

 


